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○写  
市川第 20180622-0020 号  

平 成 ３ ０ 年  ８ 月  １ 日

市川市教育振興審議会

会 長 天笠 茂 様

市川市教育委員会

教育長 田中 庸惠

第３期市川市教育振興基本計画の策定について（諮問）

教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づき

第３期市川市教育振興基本計画を策定するにあたり、市川市教育振興審議会

条例（平成２３年条例第１１号）第２条第１号の規定により、別紙理由を添

えて貴審議会に諮問します。



 

1 

《諮問理由》  

 

本市では、教育施策を総合的かつ計画的に実施するため、「市川市教育振

興基本計画」を策定し、「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を基本

理念に掲げ、施策の実現に取り組んできました。  

「第 2 期市川市教育振興基本計画（平成 26（ 2014）年度～平成 30

（ 2018）年度）」に基づく施策の推進により、計画の目標を着実に達成し

てきました。  

一方、さらに充実させていかなければならない施策として、「児童生徒の

体力の向上」、「特別支援教育の推進」、「教職員の多忙化解消」、「生涯学習

機会の充実」等があることが明らかになりました。  

また、社会では、人口減少や高齢化が進み、技術革新やグローバル化が

加速度を増しており、社会の変化を正確に予測することはますます難しく

なってきています。  

国の「第 3 期教育振興基本計画（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）」に示

されているように、これからの社会には、教育の普遍的な使命を踏まえつ

つも、新時代の到来を見据えた教育政策が必要です。  

このようなことから、本市教育の目指すべき姿とその実現に向けた今後

5 年間で取り組む施策を明らかにし、本市における教育政策を実効あるも

のにするため、「第 3 期市川市教育振興基本計画」の策定について諮問する

ものです。  

なお、審議にあたっては次の事項を基本とし、ご検討いただきますよう

お願いします。  

 

 １  計画の位置づけ  

・教育基本法第 17 条第 2 項で規定された、市川市の教育振興のための

施策に関する基本的な計画とします。  
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・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 第 1 項に基づ

いて策定される「市川市教育振興大綱」における教育の目標や方針

を尊重した計画とします。  

・市総合計画の分野別計画であり、本市関連計画とも整合性を図りま

す。  

 

 ２  基本理念と計画の体系  

  ・現行計画の基本理念「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を

引き継ぐものとします。  

  ・今後の教育政策を実効あるものとするため、現行計画の基本的方向

等の体系を必要に応じて見直すものとします。  

 

 ３  計画の対象、期間  

  ・教育委員会が実施する市立学校における教育・育成に関する施策及

び生涯学習全般における学びの支援に関する施策を対象とします。  

  ・計画期間は、平成 31（ 2019）年度から平成 35（ 2023）年度までの

5 カ年とします。  

 

 ４  計画策定時期  

  ・平成 31（ 2019）年 1 月策定を目指します。  

 



 

市川市教育振興審議会 今後の予定 
 

 ⽇時 内容 

第３回 
８⽉１⽇（⽔） 

午後２時３０分〜 

〇第３期市川市教育振興基本計画について

諮問 

〇市川市の現状・課題とこれからの社会の

変化と教育について 

第４回 
８⽉３１⽇（⾦） 

午前１０時００分〜

〇計画体系について 

〇施策について 

第５回 １０⽉中旬 
〇計画素案について 

 （⽬標値なし） 

第６回 １１⽉中旬 
〇計画素案について 

 （⽬標値あり） 

第７回 １２⽉下旬 
〇答申案（＝計画案）について 

〇答申 

 

資料１ 



 

市川市教育振興基本計画 策定資料 

 
 

市川市の現状と課題 これからの社会の変化と教育 

第 2 期教育振興基本計画とは 

１ 基本的な考え方 

・人との関わり方を大切にして、個人の自立を促すとともに、社会の一員としての

自覚を養う教育を進めます。 

・体験を重視し、創造力と実践力を育む教育を進めます。 

・学びや育ちの連続性を社会との連携により強化し、個々の成長を地域で支える教

育を進めます。 

・情報の公開を適切に行い、教育に関わる評価を推進して、自律した教育を進めま

す。 

 

２ 目指してきた子どもの姿 

自分や他人を大切にし、社会の中でたくましく生きていくことのできる子ども 

 

３ 目指してきた家庭・地域・学校の姿 

自らの役割と責任を担いながら、互いに連携して教育の向上に取り組む家庭・学

校・地域  

地域とともにある学校（コミュニティ・スクールの推進）  

生涯学習の充実 

 

４ 教育環境の整備を図り、質の高い市川の教育を推進 

 

本市の課題（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価） 

さらに充実させていかなければならないと考えられる施策 

（１）児童生徒の体力の向上       （２）情報教育の推進 

（３）職業観・勤労観を育む学習の推進  （４）教職員の負担軽減 

（５）特別支援教育の推進        （６）生涯学習機会の充実 

社会における教育をめぐる現状と課題 

（国の第 3 期教育振興基本計画） 

１ 社会状況の変化  

（１）人口減少・高齢化の進展   （２）急速な技術革新 

（３）グローバル化の進展     （４）子どもの貧困など社会経済的な課題 

（５）地域間格差など地域の課題 

 

２ 教育をめぐる課題 

（１）子ども・若者の学習・生活面の課題   （２）地域コミュニティの弱体化 

（３）家庭の状況変化            （４）教師の負担 

（５）高等教育を取り巻く状況変化と課題 

 

国の第 3 期教育振興基本計画 

１ 目指すべき姿 

【個人】自立した人間として、主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな

価値を創造する人材を育成 

【社会】一人一人が活躍し、豊かで安心して暮らせる社会の実現 

社会（地域・国・世界）の持続的な成長・発展 

 

２ 基本方針 『教育を通じて生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」

を最大化すること』 

（１）夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する。 

（２）社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する。 

（３）生涯学び、活躍できる環境を整える。 

（４）誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する。 

（５）教育政策推進のための基盤を整備する。 

新学習指導要領を見据えた取組 

 

１ 社会に開かれた教育課程を実現する学校づくり    ２ カリキュラム・マネジメントを実現する教育課程づくり  

３ 主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり  ４ 教職員の業務を改善する職場づくり

資料２ 
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